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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　血管収縮薬を対象に局所送達するための製剤であって、
　含水量約４０重量％未満の水混和性有機溶媒を含む薬学的に許容される局所送達ビヒク
ルに溶解した約２５０ｍＭ～約３０００ｍＭのアドレナリン作動性血管収縮薬の酸性塩を
含む上記製剤。
【請求項２】
　前記アドレナリン作動性血管収縮薬が、エピネフリン、ノルエピネフリン、フェニレフ
リン、メトキサミン、ゾルミトリプタン、テトラヒドロザリン、ナファゾリン、又はそれ
らの任意の組合せである、請求項１に記載の製剤。
【請求項３】
　前記有機溶媒が、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、アセトン、プロピレ
ングリコール、グリセロール、ポリエチレングリコール、ブタンジオール、ジメチルスル
ホキシド、又はそれらの組合せである、請求項１に記載の製剤。
【請求項４】
　前記送達ビヒクルが、アルコールと水とを６０～８０：２０～４０の比率で含む、請求
項１に記載の製剤。
【請求項５】
　前記血管収縮薬のハロゲン化物酸塩を含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項６】
　前記血管収縮薬のフッ化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩又はヨウ化水素酸塩を含む、
請求項５に記載の製剤。
【請求項７】
　前記血管収縮薬の酢酸塩又は硫酸水素塩を含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項８】
　前記血管収縮薬の前記酸性塩の単一のエナンチオマーを含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項９】
　前記血管収縮薬の前記酸性塩の（＋）エナンチオマーと（－）エナンチオマーとのラセ
ミ混合物を含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項１０】
　ラセミの（＋／－）ノルエピネフリン酸性塩を含む、請求項９に記載の製剤。
【請求項１１】
　酸化防止剤をさらに含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項１２】
　前記酸化防止剤が、クエン酸、エチレンジアミン四酢酸、メタ亜硫酸水素塩、アスコル
ビン酸、ブチル化ヒドロキシトルエン、ブチル化ヒドロキシアニソール、又はそれらの組
合せである、請求項１１に記載の製剤。
【請求項１３】
　含水量約４０重量％未満の水混和性有機溶媒を含む薬学的に許容される局所送達ビヒク
ルに溶解した約２５０ｍＭ～約３０００ｍＭのアドレナリン作動性血管収縮薬の酸性塩を
含む、対象の皮膚に適用するための製剤。
【請求項１４】
　前記製剤が、１日１回の基準で前記対象の皮膚に適用される、請求項１３に記載の製剤
。
【請求項１５】
　前記製剤が、前記対象の皮膚２５ｃｍ２当たり約０．５ｍＬ～約２．０ｍＬの体積で適
用される、請求項１３に記載の製剤。
【請求項１６】
　前記皮膚が、放射線療法誘導性又は化学療法誘導性の毒性を受けるリスクがある、請求
項１３に記載の製剤。
【請求項１７】
　含水量約４０重量％未満の水混和性有機溶媒を含む薬学的に許容される局所送達ビヒク
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ルに溶解した約２５０ｍＭ～約３０００ｍＭのアドレナリン作動性血管収縮薬の酸性塩を
含む血管収縮薬の局所送達用製剤のアリコートを収納している容器と、
　前記アリコートを対象の皮膚に適用するためのアプリケーターと
を含むキット。
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